
東三河広域連合　第９期介護保険事業計画（概要説明資料）

１　第９期計画の構成等 ２　第９期計画の東三河の課題と対策分野(P.67～70,74)

３　第９期計画の基本理念等(P.71～74)

・東三河版地域包括ケアシステムの実現

・全員参加の地域づくり（介護予防・フレイル対策、自立支援・重度化防止）

・各所連携の地域づくり（医療・介護連携、認知症施策、家族介護者支援）

・人材豊かな地域づくり（介護サービス基盤、介護人材対策、介護保険制度）

４　第９期計画の重点取組項目（P.75）

※第1回中間報告 … 令和５年 １月　福祉委員会において報告済（第３章まで）

　 第2回中間報告 … 令和５年11月　福祉委員会において報告（第６章まで）

　 最終報告 … 令和６年 １月　福祉委員会において報告予定（第７章まで）

章 章の構成・要約
課題の出所 課題項目 対策分野

第１章

計画の位置づけ

 ○第８期計画で掲げた地域包括ケアシステム実現に向けた取組を継承
 ○「団塊の世代」全てが75歳以上となる令和７年や、高齢者人口がピー
　　クを迎える令和23年を見据えた中長期的な視野に立った分析
 ○計画期間（令和６～８年度）
 ◎「地域包括支援センター」の役割を明記

対策分野 Ⅰ
 現状・将来推計等
 のデータ分析

第２章

東三河地域の高齢者
の現状と将来予測

 ○高齢者人口がピークを迎える令和23年以降の人口動態も把握するた
　　め令和42年までの高齢者人口・認定者数等の将来推計データを分析
 ○「団塊の世代」と「団塊ジュニア世代」に着目した人口構造の分析
 ○第９期計画期間(令和６～８年度)の各種推計
 ○介護サービス（圏域別）と保険給付実績の状況分析と要因分析
 ○平均要介護度の推移から、東三河地域の軽度化傾向と要因分析

 高齢者等
 実態把握調査等

 市町村ヒアリング

⑨北部、南部圏域間の地域事情の相違
⑩介護需要の増大
⑪施設入所ニーズの高さ
⑫介護事業所の職員不足

 介護保険事業
 運営委員会

 ○住民ニーズを把握するため、高齢者等実態把握調査を実施し、家族
  　介護者の実態を分析
 ○介護事業所の雇用実態等を把握するため、介護人材等実態調査を
　　実施
 ○東三河地域の諸課題から３つの対策分野に整理

資料１
参考資料

第３章

実態調査の結果と
課題の整理

第４章

基本理念

 ○基本理念「いつまでも健やかで安心して暮らせる東三河の実現」を
　　目指し、東三河８市町村が連携し介護保険の充実と医療・介護・予防
　　が包括的に確保される体制づくりを進める
 ○３つの基本目標は第８期計画を継承し、「東三河版地域包括ケアシス
　　テム」を深化・推進するともに東三河の諸課題に対応した施策を推進
 ○基本目標を実現するため、７つの基本施策を東三河一丸となり推進

介護予防・フレイル対策
自立支援・重度化防止

対策分野 Ⅲ

介護サービス基盤
介護人材対策
介護保険制度

医療・介護連携
認知症施策

家族介護者支援

①生産年齢人口の減少、世帯規模の縮小
②外出して体を動かす機会等の減少
③介護予防活動の参加者の固定化
④生活習慣病による要介護者の増加

対策分野 Ⅱ⑤家族介護者の約７割は60代以上
⑥中心介護者の精神的・肉体的負担
⑦認知症高齢者の増加
⑧希望する場所での介護や看取りの実現

第７章

介護保険料 策　　定　　中

第６章

介護保険サービスの
現状と将来見込

 ○介護サービスの利用実績、第９期計画での利用見込量
 ○施設サービス等整備方針（小規模特別養護老人ホーム等の整備を行
　　う）

第５章

介護保険施策の展開

 ○東三河の諸課題に対応するため、第９期計画における 重点項目とし
　　て３つの取組「介護人材の確保と定着」・「家族介護者の負担軽減」・
　　「北部圏域における介護サービスの事業継続支援」を推進
 ○基本施策ごとに第８期計画の現状と第９期計画の事業方針を示す
 ○地域支援事業41事業、独自事業10事業
 〇新規・拡充事業として３事業

基本理念 いつまでも健やかで安心して暮らせる東三河の実現

基本目標１ だれもが健康でいきいきと暮らせる東三河

基本目標２ 住み慣れた地域で安心して暮らせる東三河

基本目標３ 充実した介護サービスを提供できる東三河

【基本理念等は第８期計画を継承】

団塊の世代が75歳以上となる令和７年や、団塊

ジュニアが65歳以上となる令和22年を見据えて

策定した第８期計画で掲げている基本理念及び

基本目標は変更せず、第９期計画においても東

三河地域が目指す目標として設定

【東三河版地域包括ケアシステムの推進】

「全員参加」、「人材育成」、「連携促進」の

３つの視点からなる東三河版地域包括ケアシス

テムを引き続き推進

以上が第１回中間報告

以上が第２回中間報告

以上が最終報告

①「介護人材の確保と定着」

・民間ノウハウを活用した介護人材対策の実施(P.98)

②「家族介護者の負担軽減」

・家族介護者のレスパイト（休息）支援(P.92)

③「北部圏域における介護サービスの事業継続支援」

・中山間地域における居宅サービスの確保・拡充(P.95)

重点

取組

項目

(P.75)

【７つの基本施策の推進】

第８期計画で示した基本施策を継承

しながら、国の基本指針等を踏まえ、

施策の拡充を図る

1-1 介護予防活動の推進

1-2 自立支援活動の推進

2-1 在宅医療・介護連携の推進

2-2 認知症施策の推進

2-3 家族介護者支援の推進

3-1 介護サービス提供体制の強化

3-2 介護人材の確保と定着の支援



５　第９期計画における取組の主な変更等(P.78～98)　 ※施設サービス等整備関係を除く ６　第９期計画の施設サービス等の整備方針(P.130～135)

◇第９期計画　（◎：新規・拡充事業　　○：統合・事業区分変更事業）

【事業整理区分①】
<基本施策3-1>

【事業整理区分②】
<基本施策3-1>

【事業整理区分③】
<基本施策1-2>

【独自事業】
<基本施策2-3>
<基本施策2-3>
<基本施策3-1>

※ その他の地域密着型サービスは、事業者の希望による事業展開を認めることで事業者の参入を図る
◇第８期計画　（×：終了事業　　○：第９期で統合する事業・事業区分変更事業）

【事業整理区分①】

【事業整理区分②】

【事業整理区分③】

【独自事業】

　 　 　

(参考)　第９期計画における地域支援事業の事業整理区分等(P.75)

・26施設
 （定員745人）

第９期P.95

　　 ○　ケアプラン作成能力向上の支援 <基本施策3-3> 第８期P.89
　　 ×　介護給付費通知による適正化 <基本施策3-3> 第８期P.89

　　 ○　介護サービス事業者等の適正化の支援

　　 ○　介護用品の購入支援 <基本施策2-3> 第８期P.82

<基本施策3-3> 第８期P.89

第９期P.95

第９期P.92

サービス名 第８期計画末の現状

◎　家族介護者のレスパイト（休息）支援
◎　中山間地域における居宅サービスの確保・拡充

・地域密着型
　２施設（定員58人）
　整備予定地：南部圏域

※緊急度の高い待機者、特養供給率、市町
村間相互利用を考慮し、圏域単位で見込む

・北部圏域：居宅サービスが継続して提供さ
れる体制を確保する
・南部圏域：未整備の場合、第９期計画末で
待機者が51人の見込、家族介護者レスパイ
ト支援として短期入所を併設

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

・74事業所
 （定員1,323人）

・地域密着型
　５事業所（定員90人）
　整備予定地：５市

・５市に整備することで、各市の待機者縮減
を図るとともに、南北圏域それぞれの受け皿
とする
・認知症高齢者の増加傾向の見込みから、
年30人程度の利用増を見込む（計90人）

第９期計画の整備方針

第９期P.83

備考

○　介護用品の購入支援 第９期P.92

○　介護給付適正化の推進 第９期P.96

○　介護サービス事業者への指導・助言

◎　栄養改善に特化した配食サービスの実施

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

(小規模特別養護老人ホーム)

　　 ×　認知症高齢者等離設対策機器の導入支援 <基本施策3-2・3-3> 第８期P.87,89

※　終了事業なし

　　 ○　介護保険指定事業者講習会の開催 <基本施策3-3> 第８期P.89

・年間退去者数206人であり、半年程度で入
居が可能と考えられることから整備しない

※東三河は持ち家率が高く、南北圏域とも
に利用傾向が低い

・29施設
 （定員2,541人）

※整備なし
・小規模特別養護老人ホームを整備すること
で待機者解消を図ることから整備しない

介護老人保健施設
・17施設
 （定員1,559人）

※整備なし
・調査時点で広域全体の空床が250床程度
であり、待機状態が長く続く可能性は低いと
考えられることから整備しない

介護医療院
・６施設
 （定員618人）

※整備なし
・介護療養型医療施設（介護療養病床）から
介護医療院への転換が、第８期計画期間中
に完了することから整備しない

特定施設入居者生活介護
（介護付有料老人ホーム等）

・13施設
 （定員630人）

※整備なし

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

事業区分 事業整理区分 事業内容

地域支援事業

独自事業

区分①

区分②

区分③

地域の課題解決に向けて、地域支援事業以外で東三河独自の事業を実施します。

統一的な実施基準を定め全市町村で実施する事業は、市町村で受けられるサービスの
充実と平準化を図ります。

異なる社会資源を活用して実施している事業は、市町村ごとに実施方法を委ね、地域の
実情に応じた創意工夫のある事業を実施します。

社会資源の有無など、地域の特性により事業展開の必要性が異なる事業は、市町村に
実施の有無を委ね、柔軟な地域づくりを推進します。

【統一的な実施基準を定め全市町村で実施する事業】

【地域の特性を考慮して全市町村で実施する事業】

【各市町村の必要性に応じて実施する事業】


